
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会    

 

学校には，携帯電話は学校には，携帯電話は学校には，携帯電話は学校には，携帯電話は    

必要ありません必要ありません必要ありません必要ありません    
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携帯電話に係る携帯電話に係る携帯電話に係る携帯電話に係る様々な問題から様々な問題から様々な問題から様々な問題から    

お子さんを守るためにお子さんを守るためにお子さんを守るためにお子さんを守るために    

「携帯電話「携帯電話「携帯電話「携帯電話等等等等に係る啓発に係る啓発に係る啓発に係る啓発    

活動推進会議」からの活動推進会議」からの活動推進会議」からの活動推進会議」からの    ４４４４    つの提案 

 

 

 

 

 

学校学校学校学校にはにはにはには，，，，携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの持持持持ちちちち込込込込みをやめましょうみをやめましょうみをやめましょうみをやめましょう    １１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

家庭家庭家庭家庭ではではではでは，，，，保護者保護者保護者保護者がががが子供子供子供子供のののの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話にににに責任責任責任責任をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう    

家庭家庭家庭家庭ではではではでは，，，，わがわがわがわが家家家家のののの「「「「ケータイルールケータイルールケータイルールケータイルール」」」」をををを作作作作りましょうりましょうりましょうりましょう    

学校学校学校学校ではではではでは，，，，発達段階発達段階発達段階発達段階にににに応応応応じたじたじたじた情報情報情報情報モラルモラルモラルモラル教育教育教育教育をををを徹底徹底徹底徹底しましょうしましょうしましょうしましょう    

【携帯電話の問題から子どもを守ろう運動】 

家庭では 

■■■■    保護者保護者保護者保護者がががが子供子供子供子供のののの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話にににに責任責任責任責任をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう    

    

■■■■    わがわがわがわが家家家家のののの「「「「ケータイルールケータイルールケータイルールケータイルール」」」」をををを作作作作りましょうりましょうりましょうりましょう    

 

１１１１    どんな時に使うのかどんな時に使うのかどんな時に使うのかどんな時に使うのか    時間が心配時間が心配時間が心配時間が心配    □ 食事中は電源を切る □ 風呂に持ち込まない □ 夜  時を過ぎたら使わない □ 利用は１日  分まで □ 家ではリビングで使う □ 充電器はリビングに置く 
２２２２    何のために使うのか何のために使うのか何のために使うのか何のために使うのか    やりとりが心配やりとりが心配やりとりが心配やりとりが心配    □  自分の個人情報は書かない □ 悪口を書き込まない □ 迷惑メールに返信しない □ チェーンメールを転送しない □ 知らない人からメールが来たら保護者に報告する 

３３３３    使うための約束使うための約束使うための約束使うための約束    料金が心配料金が心配料金が心配料金が心配    □ 料金が  円を超えた場合は小遣いで払う □ 料金が  円を超えた翌月は使用しない □ ゲーム，音楽，アプリ等を勝手にダウンロードしない □ 勝手に会員登録をしない 

子供に携帯電話等を持たせる場合には， ○ 契約時に，フィルタリング機能をはずさないようにしましょう ○ 家庭における「ケータイルール」を作成しましょう ○ 使用状況（メールや通信記録等）を定期的に確認しましょう ○ 学校や家庭におけるルールが守れない時は，使用を禁止しましょう ○ 子供が困った時は，子供の話をしっかり聞きましょう 

【参考 ちょっと待って！ケータイ＆スマホ 文部科学省】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会    

他人を誹謗中傷する情報の掲載他人を誹謗中傷する情報の掲載他人を誹謗中傷する情報の掲載他人を誹謗中傷する情報の掲載    

掲示板やチャットなどで，他人を誹謗

中傷する内容が書き込まれるネットいじめ

などの問題が発生しています。 

他人のプライバシー情報の掲載他人のプライバシー情報の掲載他人のプライバシー情報の掲載他人のプライバシー情報の掲載    

無断で他人の氏名や住所，写真，アド

レスなどをインターネットに公開すること

は，プライバシーの侵害に当たります。 

ネット上で知り合った異性とのトラブルネット上で知り合った異性とのトラブルネット上で知り合った異性とのトラブルネット上で知り合った異性とのトラブル    

著作権侵害著作権侵害著作権侵害著作権侵害    

出会い系サイトだけでなく，一般のコミ

ュニティサイトや無料通信アプリのＩＤを交

換するサイトを経由して知り合った異性に

より，トラブルに巻き込まれ，犯罪にまで

発展してしまうケースもあります。 
他人が作った作品（絵画，写真，音

楽，小説など）を無断で掲載することは，

著作権の侵害になります。また，平成 24

年 10 月，著作権法の一部が改正され，

販売または有料配信されている音楽や

映像の「違法ダウンロード」は，刑罰の対

象となりました。 

下着や裸の下着や裸の下着や裸の下着や裸の写真の掲載写真の掲載写真の掲載写真の掲載    

未成年者が，自ら肌を露出した写真な

どを撮影し，ネットに掲載する事案が増え

ています。「お金をもらえる」などの理由

で，自分の下着姿や裸の写真，動画の

送信やネット上の掲載などは絶対にして

はいけません。淫行の被害など，重大な

危険に巻き込まれることがあります。 

１ ２

３

４

５ 

気 軽 に 相 談 し て く だ さ い 

【携帯電話等に係る啓発活動推進会議】 （構成メンバー）広島県都市教育長会会長，広島県町教育長会会長，広島県連合小学校長会会長，広島県公立中学校長会会長， 広島県公立高等学校長協会会長，広島県ＰＴＡ連合会会長，広島県高等学校ＰＴＡ連合会会長，広島市ＰＴＡ協議会会長 （事  務  局）広島県教育委員会，広島市教育委員会 

 

 

 

「ネットいじめ」に

あってしまった

ら・・・ 

ネットトラブルで

困ったら・・・ 

「情報モラル」に

ついて勉強した

いと思ったら・・・ 

全国統一ダイヤル 『２４時間いじめ相談ダイヤル』 電話０５７０－０－７８３１０ 広島県立教育センター 『いじめダイヤル２４』     電話０８２－４２０－１３１３ 
 広島県警察サイバー犯罪対策課  代表電話０８２－２２８－０１１０   http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police3/ 
 警察庁インターネット安全・安心相談   http://www.npa.go.jp/cybersafety/ ｅ－ネットキャラバン   http://www.e-netcaravan.jp インターネットを利用する方のためのルール＆マナー集   http://www.iajapan.org/rule/ 

【参考 （公財）人権教育啓発推進センター】 


